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〇多様な働き方について 

 

従来からあった正社員という働き方に加え、パートタイマーやアルバイト、派

遣など様々な働き方をする人が増えています。それぞれにメリット・デメリット

があります。違いを知り、自分に合った働き方を見つけましょう。 

 

１ 正社員 

 一般的に、労働契約に期間の定めがなく、所定労働時間（会社が定めた労働時

間）がフルタイムであり、企業側に直接雇用されている労働者のことです。 

 メリット 

 ・収入、雇用が安定している 

 ・責任ある仕事ややりがいのある仕事を任される 

 ・将来設計に有利である 

 デメリット 

 ・時間外労働や休日労働、転勤などを求められることがある 

 ・責任の大きさからプレッシャーを感じることがある 

 

２ パートタイマー・アルバイト 

 １週間の所定労働時間が、同一の事業主に雇用されている正社員と比べて短

い労働者のことです。期間が定められている場合が多いです。 

 メリット 

 ・自分の働きたい期間や時間に働けるので、時間を自由に使える 

 ・短期で様々な仕事を経験できる 

 デメリット 

 ・正社員に比べ給与が低い 

 ・ボーナスや退職金が出ないことが多い 

 ・単調な仕事や補助的な仕事が多い 

 ・雇用が不安定 
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３ 契約社員・嘱託社員 

 事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者のことです。 

 メリット 

 ・期間の定めはあるが、待遇は正社員に近い会社もある 

 デメリット 

 ・雇用が不安定 

 

４ 派遣社員 

 派遣会社との間で労働契約を結び、派遣会社から労働者派遣契約を結んでい

る会社に派遣され、派遣先の指揮命令を受けて働く労働者のことです。 

 メリット 

 ・仕事内容や勤務地など自分の希望に合う条件で仕事を選べる 

 デメリット 

 ・雇用が不安定 

 ・ボーナスや退職金が出ないことが多い 

  

５ 自営業・会社社長など 

自営業とは、自らの力で事業を経営する人のことで、会社社長、役員とは法人

を設立して事業を経営する人のことです。 

 メリット 

 ・自分の考えで仕事を進められる 

 ・やりがいがある 

 ・定年がない 

 デメリット 

 ・すべてが自己責任 
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〇働くときのルール 

 

１ 労働契約 

 労働者と使用者との間で結ばれる、働くことについての約束事のことです。 

 労働者と使用者の間で働くことと賃金を支払うことについて合意すると労働

契約が成立します。＜労働契約法第６条＞ 

 ※労働契約を結ぶときは、契約の期間や賃金など、働くときの条件をきちんと

確かめましょう。 

 

 ①労働契約の基本ルール（労働契約法） 

  労働者と使用者が対等の立場での合意により、行わなければなりません。 

 

 ②労働契約を確認 

  契約内容はできるかぎり書面で確認し、内容を理解しましょう。後でトラブ

ルにならないように契約内容をはっきりさせておくことが大切です。 

 

＜書面で明らかにしなければならない労働条件の通知事項＞ 

（１）労働契約の期間に関すること 

（２）期間の定めがある契約を更新する場合の基準に関すること 

（３）就業場所、従事する業務に関すること 

   ※就業場所・業務の変更の範囲 含む 

（４）始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること 

（５）賃金の決定方法、支払時期などに関すること 

（６）退職に関すること（解雇の事由を含む） 

（７）昇給に関すること 

 

 ③労働契約の変更 

  労働者と使用者が合意すれば労働条件を変更することができます。使用者

からの労働者の不利益となるような一方的な変更は原則として認められませ

ん。 
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２ 労働時間 

 使用者の指揮命令下にある時間のことです。 

法定労働時間 

労働基準法で定められた時間 

１日８時間、１週４０時間 

（特定の業種で常時１０人未満の労働者が働く事業

所は、１週４４時間の特例あり） 

時間外労働（残業）（※） 

法定労働時間を超えて働くこと。 

法定労働時間を超えて働く場合、その超過時間につ

いては、２５％以上の割増賃金が支払われる。また、

１か月６０時間を超える残業には５０％以上の割増

賃金が支払われる。 

休日労働 

１週間につき１日、または４週間に４日と決められ

ている法定休日に働くこと。 

法定休日に働く場合、３５％以上の割増賃金が支払

われる。 

深夜労働 

午後１０時から午前５時までの間に働くこと。 

深夜労働の場合、２５％以上の割増賃金が支払われ

る。時間外労働と深夜労働が重なれば、５０％以上、

休日労働と深夜労働が重なれば、６０％以上の割増

賃金が支払われる。１８歳未満の年少者については、

原則、深夜労働は禁止されている。 

休憩時間 

１日の労働時間が６時間を超えると４５分以上、８

時間を超えると１時間以上の休憩時間を労働時間の

途中に与えられる。 

（※）令和６年４月１日から、建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師につい

ても、それぞれの業務等に応じた時間外労働に関する上限規制が適用されています。 
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３ 各種保険と年金制度 

 会社が加入している保険に、健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険な

どがあります。これらは、会社で労働者が病気やケガをしたとき、出産をしたと

き、失業したとき、高齢になったときなど、働けなくなってしまうような様々な

場面で必要な給付を受けられるようにして、労働者の生活を守ることを目的と

した制度です。就業する際には、会社がどのような制度に加入しているのかチェ

ックしておきましょう。 

 

４ 賃金 

 働いたことの対価として使用者から労働者に支払われるすべてのものをいい

ます。 

 

＜賃金支払いの５原則＞ 

①通貨払いの原則（現金で） 

 現金で支払われます。労働者の同意により、口座振り込みが可能です。 

②直接払いの原則（本人に） 

 直接本人に支払われます。 

③全額支払いの原則（全額を） 

 全額支払われます。なお、税金や社会保険料等を賃金から控除することが認

められています。 

④毎月払いの原則（毎月１回以上） 

 賃金は毎月１回以上、支払われます。 

⑤一定期日払いの原則（一定の期日に） 

 一定の期日を定めた上で支払われます。 

 

【賃金のデジタル払い】 

 令和５年４月から、賃金の通貨払いの例外として、厚生労働大臣が指定した資

金移動業者の口座（いわゆるキャッシュレス決済口座）への資金移動による支払

い方法も認められています。 

 ただし、この方法による場合は、労使協定を締結し労働者に必要な事項を説明

したうえで個別の同意を得るなど、一定の措置を講じる必要があります。 
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 〇最低賃金 

  宮崎県の最低賃金 １時間１,０２３円（毎年改定されます） 

  最低賃金は、正社員、パートタイマー、アルバイトなどを含めたすべての労

働者に適用されます。使用者は、この最低賃金額以上の賃金を支払わなければ

なりません。 

 

＜最低賃金に含まれない賃金＞ 

①結婚手当等の臨時に支払われる賃金 

②賞与等１か月を超える期間ごとに支払われる賃金 

③時間外労働等の割増賃金 

④精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

※最低賃金を下回っている場合は宮崎労働局労働基準部賃金室（０９８５－３８－８８

３６）又は労働基準監督署（P.１５～１６）に相談をしましょう。 
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５ 休日 

 労働基準法では、労働者に週１日以上、または４週間に４日以上の休日を与え

ることが義務付けられています。 

 

６ 年次有給休暇 

 一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保

障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち

取得しても賃金が減額されない休暇のことです。 

 労働者は、①入社後６か月間継続勤務し、②全労働日の８割以上出勤した場合

は、年次有給休暇が与えられます。（アルバイトやパートタイマーにも年次有給

休暇が与えられます。）勤続年数等によって付与日数が決められています。年次

有給休暇の取得理由は問われません。時効は２年間で、その年の残日数は翌年に

繰り越されます。 

 また、すべての企業において、年１０日以上の年次有給休暇が付与される労働

者に対して、毎年５日、時季を指定して休暇を取得させる義務が課せられていま

す。 

 

＜週所定労働日数が５日以上または週所定労働時間が３０時間以上の労働者＞ 

継続 

勤務年数 
０．５ １．５ ２．５ ３．５ ４．５ ５．５ 

６．５ 

以上 

付与日数 １０日 １１日 １２日 １４日 １６日 １８日 ２０日 

 

＜週所定労働日数が４日以下かつ週所定労働時間が３０時間未満の労働者＞ 

 

※週以外の期間によって労働日数が決められている場合 

 

 

 

０．５ １．５ ２．５ ３．５ ４．５ ５．５ ６．５以上

４日 １６９～２１６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １２日 １３日 １５日

３日 １２１～１６８日 ５日 ６日 ６日 ８日 ９日 １０日 １１日

２日 ７３日～１２０日 ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日

１日 ４８日～７２日 １日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日

継続勤務年数週所定
労働日数

１年間の
所定労働日数※

付
与
日
数
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７ 産前・産後休業 

 ①産前休業 

  出産予定日の６週間前（双子以上の場合は１４週間前）から、請求すれば取

得できます。出産当日は産前休業に含まれます。 

 

 ②産後休業 

  出産日の翌日から８週間は就業することはできません。ただし、産後６週間

を経過後に本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務には就業できます。 

 

 ③解雇制限 

  産前・産後休業の期間及びその後の３０日間の解雇は禁止されています。 

 

 ④解雇の無効 

  妊娠中及び出産後１年間を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、

原則として無効です。（ただし、例外あり） 

 

８ 育児・介護休業 

 ①育児休業 

子どもの１歳の誕生日の前日まで、男女を問わず、会社に申し出ることで育

児休業を取得することができます。 

両親ともに休む場合は、子どもが１歳２か月に達するまで延長できます。

（ただし、育児休業期間は１年間が限度） 

また、子どもが１歳以降、保育所に入れないなど一定の要件を満たす場合は、

１歳６か月または２歳に達するまで育児休業を延長できます。 

 

＜産後パパ育休の創設＞（令和４年１０月１日～） 

既存の育児休業制度とは別に、男性が子どもの出生から８週間までの間に、合

計４週間の育児休業を２回まで分割して取得できる制度です。原則として、取

得の２週間前までに申し出る必要があり、分割取得を希望する場合は初回の

取得時にその旨を伝える必要があります。 
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＜育児休業の分割取得＞（令和４年１０月１日～） 

原則として、子どもが１歳になるまで、育児休業を分割して２回の取得が可能

になりました。 

 

＜子の看護等休暇の見直し＞（令和７年４月１日～） 

・対象となる子の範囲の拡大 ・・・・・・小学校３年生修了まで 

① 病気・けが 

・取得事由の拡大（③、④を追加）    ② 予防接種・健康診断 

③ 感染症に伴う学級閉鎖 

④ 入園（入学）式、卒園式 

  など 

 

 ②介護休業 

  要介護状態にある対象家族１人につき３回まで、通算９３日まで介護休業

を取得できます。 

  要介護状態とは負傷、疾病、または身体上もしくは精神上の障害により２週

間以上にわたり常時介護を必要とする状態です。 

 

９ 退職 

 労働者の意思や使用者との合意に基づき、労働契約を終了することです。 

 

＜退職の種類＞ 

辞職（自己都合退職） 

労働者の意思で辞めることです。 

無期雇用の場合、申し入れ後原則として、２週間後に退

職となります。 

合意退職 労働者と使用者の両者が合意の上、辞めることです。 

その他の退職 
労働者の定年や契約期間の満了、死亡等により辞める

ことです。 

  
〇有期契約労働者の退職には要注意！ 

  期間の定めがある労働契約の場合、やむを得ない事由がある場合には契約

期間の途中で退職することができますが、その理由が一方的に労働者にある

場合は、使用者から損害賠償を求められることがあります。 
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１０ 解雇 

 使用者が一方的に労働契約を終了させる行為です。原則として、解雇予告や解

雇予告手当の支払が必要です。 

 

 〇解雇できる場合 

  「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる場合」

に限られており、これ以外の解雇は、権利の濫用として無効となります。 

 

１１ 雇止め 

 期間を定めて合意した労働契約において、その契約が満了するときに、契約の

更新を拒否されることです。 

 使用者は、有期労働契約を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了

する日の３０日前までに、その予告をしなければなりません。 

 

＜雇止めの予告の対象となる有期労働契約＞ 

①３回以上更新されている場合 

②１年以下の契約期間の有期労働契約が更新、または反復更新され、最初に有

期労働契約を締結してから継続して通算１年を超える場合 

③１年を超える契約期間の労働契約を締結している場合 
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〇職場におけるハラスメント 

 

１ パワーハラスメント 

 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位

性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えられる、ま

たは職場環境を悪化させられる行為のことです。 

 令和４年４月１日からは、すべての事業主に対して、職場のパワーハラスメン

ト対策が義務化されました。 

 

＜パワーハラスメントの例＞ 

①身体的な攻撃 蹴ったり、殴ったり、体に危害を加えること 

②精神的な攻撃 侮辱、暴言など精神的な攻撃を加えること 

③人間関係からの切り離し 仲間外れや無視など個人を阻害すること 

④過大な要求 能力を超える無理な業務を押し付けること 

⑤過小な要求 本来の仕事を取り上げること 

⑥個の侵害 個人のプライバシーを侵害すること 

 

２ セクシュアルハラスメント 

 職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したこと

で解雇、降格、減給などの不利益を受けること、または職場の環境が不快なもの

となったため、労働者が就業する上で見過ごすことができない程度の支障が生

じることをいいます。 

 事業主には、防止措置を講じることが義務付けられています。 

＜セクシュアルハラスメントの例＞ 

・性的な冗談やからかい 

・食事やデートなどへの執拗な誘い 

・性的な事実関係を尋ねること 

・身体への不必要な接触 

・性的な噂を意図的に流すこと 

・わいせつな図画の配布・掲示                など     
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３ マタニティハラスメント 

 妊娠や出産・育児休業等の申出をした労働者が、職場で嫌がらせを受けたり、

異動・降格・減給・自主退職の強要・雇止めなどの不当な扱いを示唆されたりす

ることです。 

 事業主には、防止措置を講じることが義務付けられています。 

＜マタニティハラスメントの例＞ 

・妊婦健診のために休暇を取得したいと上司に相談したら、「病院は休みの日

に行くものだ」と言われた 

・上司に妊娠を報告したら、「他の人を雇うので早めに辞めてもらうしかない」

と言われた                         など    

 

４ カスタマーハラスメント 

 顧客、取引先、施設利用者等からのクレーム・言動のうち、要求内容の妥当性

に照らして、その手段や態様が社会通念上不相当であり、それによって、労働者

の就業環境が害される著しい迷惑行為のことです。 

令和７年６月 11日に労働施策総合推進法等の改正が公布され、今後、職場で

のカスタマーハラスメント対策が義務化されます。（施行日：公布後１年６月以

内の政令で定める日） 

 

＜カスタマーハラスメントの例＞ 

・身体的な攻撃（暴行、傷害） 

・精神的な攻撃（脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言） 

・土下座の強要 

・継続的な（繰り返し）、執拗（しつこい）な言動 

・拘束的（不退去、居座り、監禁）な行動 

・性的な言動 

・商品交換の要求 

・金銭補償の要求                       など 
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５ 求職者等に対するセクシュアルハラスメント（「就活セクハラ」） 

採用する企業やその採用担当者等が優越的な立場を利用して就職活動中の学

生に行うセクシャルハラスメントのことをいいます。決して許されない行為で

あることはもちろん、明るみに出れば会社も大きなダメージを受ける行為です。 

令和７年６月 11日に男女雇用機会均等法等の改正が公布され、就職活動中の

学生やインターンシップを行っている方に対するセクシュアルハラスメント対

策が義務化されます。（施行日：公布後１年６月以内の政令で定める日） 

 

＜求職者等に対するセクシュアルハラスメントの例＞ 

・幹部社員が女子学生に対し、採用の見返りに不適切な関係を迫り、その後も

メールや SNSで連絡を取り関係を迫った。これを女子学生が断ると、「うち

の会社には絶対入社させない」と伝え、実際に不採用とした。 

・「つきあっている男性はいるか」「結婚や出産後も働き続けたいか」というこ

とを女子学生にだけ質問した。             

など 

 

※ハラスメントは我慢せずに、各種相談機関に相談をしましょう。 
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〇いろいろな相談窓口について 

 

〇労働問題全般について 

宮崎県（中小企業労働相談所） 

労働に関する様々な相談に応じ、問題解決に向け

たアドバイスを行う 

・宮崎県中小企業労働相談所 

（県庁雇用労働政策課内） 

宮崎市橘通東２－１０－１県庁８号館

３階 

     ０９８５（４４）２６１８ 

 

・都城中小企業労働相談所 

（都城総務商工センター内） 

 都城市北原町２４－２１ 

      ０９８６（２３）４５１８ 

 

・日南中小企業労働相談所 

（日南総務商工センター内） 

 日南市戸高１－１２－１ 

      ０９８７（２２）２７１４ 

 

・延岡中小企業労働相談所 

（延岡総務商工センター内） 

 延岡市愛宕町２－１５ 

      ０９８２（３３）２８６２ 

宮崎県労働委員会 

労働組合と使用者（会社）との間の争議の調

整、使用者の不当労働行為があったときの審査

や救済命令、労働者と会社の間の個別のトラブ

ル（解雇、退職強要、ハラスメントなど）の解

決の支援 

・宮崎県労働委員会 

宮崎市橘通東１－９－１０県庁３号館

６階 

働くあんしんサポートダイヤル 

     ０９８５（２６）７５３８ 
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宮崎労働局（総合労働相談コーナー） 

労働問題に関するあらゆる分野の相談受付（労働

条件、解雇、いじめ、嫌がらせ） 

・宮崎労働局総合労働相談コーナー 

 宮崎市橘通東３－１－２２ 

      ０９８５（３８）８８２１ 

 

・宮崎総合労働相談コーナー 

 宮崎市丸島町１－１５ 

      ０９８５（２９）６０００ 

 

・都城総合労働相談コーナー 

 都城市上町２－１１都城合同庁舎６階 

      ０９８６（２３）０１９２ 

 

・日南総合労働相談コーナー 

 日南市戸高１－３－１７ 

      ０９８７（２３）５２７７ 

 

・延岡総合労働相談コーナー 

 延岡市大貫町１－２８８５－１ 

      ０９８２（３４）３３３１ 

〇労働条件（賃金・休日・休暇）・安全衛生・労災保険について 

労働基準監督署 

賃金、労働時間、労働者の安全と健康の確保など

についての監督、指導、労働基準関係法令に基づ

く許可、認可などの事務（安全の確保など）、労働

相談 

・宮崎労働基準監督署 

 宮崎市丸島町１－１５ 

      ０９８５（２９）６０００ 

 

・都城労働基準監督署 

 都城市上町２－１１都城合同庁舎６階 

      ０９８６（２３）０１９２ 

 

・日南労働基準監督署 

 日南市戸高１－３－１７ 

      ０９８７（２３）５２７７ 
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・延岡労働基準監督署 

 延岡市大貫町１－２８８５－１ 

      ０９８２（３４）３３３１ 

〇男女雇用機会均等、育児・介護休業、パートタイム、セクハラ、マタハラについて 

宮崎労働局（雇用環境・均等室） 

性別による差別、セクシュアルハラスメント対

策、妊娠・出産・育児休業・介護休業の取得等

を理由とする不利益な取り扱い、妊産婦の健康

管理、育児休業・介護休業の取得等、パートタ

イマーの均等・均衡待遇や正社員転換推進、労

働契約法などについての相談受付 

・宮崎労働局雇用環境・均等室 

 宮崎市橘通東３－１－２２ 

      ０９８５（３８）８８２１ 

〇雇用保険（失業給付等）について 

ハローワーク（公共職業安定所） 

職業相談・職業紹介・指導、職業能力開発促進セ

ンターへの入校支援、雇用保険の給付（仕事探し、

失業給付、職業訓練など） 

・宮崎公共職業安定所 

（ハローワーク宮崎） 

 宮崎市柳丸町１３１ 

      ０９８５（２３）２２４５ 

 

・都城公共職業安定所 

（ハローワーク都城） 

都城市上町２－１１都城合同庁舎１階 

     ０９８６（２２）１７４５ 

 

・高鍋公共職業安定所 

（ハローワーク高鍋） 

児湯郡高鍋町大字上江字高月８３４０ 

      ０９８３（２３）０８４８ 

 

・延岡公共職業安定所 

（ハローワーク延岡） 

 延岡市大貫町１－２８８５－１ 

      ０９８２（３２）５４３５ 
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・日南公共職業安定所 

（ハローワーク日南） 

 日南市吾田西１－７－２３ 

      ０９８７（２３）８６０９ 

 

・小林公共職業安定所 

（ハローワーク小林） 

 小林市大字細野３６７－５ 

      ０９８４（２３）２１７１ 

 

・日向公共職業安定所 

（ハローワーク日向） 

 日向市北町２－１１ 

      ０９８２（５２）４１３１ 

〇健康保険（被保険者適用関係、保険料関係）、厚生年金保険について 

日本年金機構（年金事務所） 

厚生年金保険に関する相談受付 

・宮崎年金事務所 

 宮崎市天満２－４－２３ 

 ０９８５（５２）２１１１ 

 

・都城年金事務所 

 都城市一万城町７１－１ 

      ０９８６（２３）２５７１ 

 

・延岡年金事務所 

 延岡市大貫町１－２９７８－２ 

      ０９８２（２１）５４２４ 

 

・高鍋年金事務所 

 児湯郡高鍋町大字蚊口浦５１０５－１ 

 ０９８３（２３）５１１１ 
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〇健康保険（給付関係、任意継続など）について 

全国健康保険協会（協会けんぽ） 

・全国健康保険協会（協会けんぽ）宮崎

支部 

宮崎市橘通東１－７－４第一宮銀ビル

５階 

     ０９８５（３５）５３６４ 

〇就職に関するお悩みについて 

ヤング JOBサポートみやざき 

おおむね４０歳未満の方を対象とした就職支援

施設。専門のカウンセラーによるキャリアカウン

セリング、正規雇用へのキャリアアップ支援、各

種セミナー、適職診断（解説付き）、就職に関する

情報提供 

・宮崎本部 

宮崎市錦町１－１０宮崎グリーンスフ

ィア壱番館３階 

     ０９８５（２３）７２６０ 

 

・延岡サテライト 

 延岡市愛宕町２－１５延岡総合庁舎内 

      ０９８２（３５）２１１６ 

 


